
 令和６年第 14回教育委員会会議 報告事項（７） 

 

沖縄県教育委員会訓令の一部改正（沖縄県生涯学習推進本部設置規

程） 

 

生涯学習振興課  

 

 沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第４条

第１項第２号及び沖縄県教育庁事務決裁規程第５条第１号の規定に基づき、教育

指導統括監専決により処理したので、同規則第６条の規定により報告する。 

 

１ 訓令の概要（沖縄県生涯学習推進本部設置規程） 

 本県における生涯学習に関する施策を総合的に推進するためについて必要な

事項を定めた教育委員会訓令 

 

２ 改正の経緯及び必要性 

 令和６年３月の沖縄県行政組織規則（昭和 49 年沖縄県規則第 18 号）の改正

に伴い、沖縄県生涯学習推進本部における本部員等の職名を改める等の必要が

ある。 

 

３ 改正の概要 
 ⑴ 沖縄県生涯学習推進本部における本部員等の職名を改める。（別表第１か

ら第３まで関係） 

 ⑵ その他所要の改正を行う。（別表第３関係） 

 ⑶ この訓令は、令和６年 10 月 18 日から施行する。（附則） 

 

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日 

  公 布 日 令和６年 10 月 18 日 

  施行年月日 令和６年 10 月 18 日 

 

５ 根拠法令 

  沖縄県行政組織規則第 43 条、第 48 条の３及び第 49 条 

 

６ 添付資料 

  新旧対照表 
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